
寒 川町 放課 後児童 健全 育成 事業 の設備 及び 運営 に関 する基 準を 定め る条 例新旧 対照 表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(職 員 ) (職 員 ) 

第 10条  （ 略）  第 10条  （ 略）  

2 （略）  2 （略）  

3 放課後 児童 支援 員は 、次 の各 号の いず

れ かに 該当 する者 であ つて、都道 府県知

事 が 行 う 研 修 を 修 了 し た も の で な け れ

ば なら ない 。  

3 放課後 児童 支援 員 は 、次 の各 号の いず

れ かに 該当 する者 であ つて、都道 府県知

事 が 行 う 研 修 を 修 了 し た も の で な け れ

ば なら ない 。  

(1)～ (3) （略）  (1)～ (3) （略）  

(4) 学校 教育 法の 規定 によ り、幼 稚園 、

小 学校、中学 校、義務 教育 学校、高等

学 校 又 は 中 等 教 育 学 校 の 教 諭 と な る

資 格を 有す る者  

( 4 ) 教 育 職 員 免 許 法 (昭 和 24年 法 律 第 1

4 7号 )第 4条 に 規 定 す る 免 許 状 を 有 す

る 者  

( 5 )  学 校 教 育 法 の 規 定 に よ る 大 学 (旧

大 学 令 (大 正 7年 勅 令 第 3 8 8号 )に よ る

大 学を 含む 。 )にお いて 、社会福 祉学 、

心 理学、教育 学、社会 学、芸 術学 若し

く は 体 育 学 を 専 修 す る 学 科 又 は こ れ

ら に 相 当 す る 課 程 を 修 め て 卒 業 し た

者  

( 5 )  学 校 教 育 法 の 規 定 に よ る 大 学 (旧

大 学 令 (大 正 7年 勅 令 第 3 8 8号 )に よ る

大 学を 含む 。)に おいて 、社会 福祉学 、

心 理学、教育 学、社会学、芸術 学若 し

く は 体 育 学 を 専 修 す る 学 科 又 は こ れ

ら に 相 当 す る 課 程 を 修 め て 卒 業 し た

者 (当 該 学科 又は 当 該課 程 を 修め て同

法 の 規 定 に よ る 専 門 職 大 学 の 前 期 課

程 を修 了し た者を 含む 。 ) 

(6)～ (9) （略）  (6)～ (9) （略）  

（ 加え る ）  (10)  5年 以 上 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業

に 従事 した 者であ って 、町長 が適 当と

認 めた も の  

4・ 5 （略 ）  4・ 5 （略 ）  

～ 略～  ～ 略～  

 附  則  

こ の条 例は 、公 布の日 から 施行 する 。た

だ し 、第 10条第 3項第 5号 の改正 規定 は 、平

成 31年 4月 1日から 施行 する 。  

 


